
 千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例をここに公布する。 

  平成１８年１２月１９日 

千葉市長 鶴 岡 啓 一 

千葉市条例第５７号 

千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例 

千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成５

年千葉市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

別表第５千葉中央港地区地区整備計画区域の項の次に次のように加え

る。 

都 賀 の

台 地 区

地 区 整

備 計 画

区 域 

住 宅 地

区 

 建築物の外壁又は

これに代わる柱の面

から隣地境界線まで

の 距 離 は 、 ０ ． ８ 

メ ー ト ル 以 上 と す

る。 

（１）地階のもの 

（２）自動車車庫、物置

その他これらに類す

る附属建築物で、高

さが３メートル以下

のもの 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


